
「栃木県農業大学校」SNS 等情報発信の運用方針 

 

 

１ 目的 

本方針は、 栃木県農業大学校（以下「農大」という。）が運営する「栃木県農業大学校」

SNS 等情報発信（Instagram、X、YouTube 等）の運用に関する事項について定める。 
 

２ 基本方針 

「栃木県農業大学校」SNS 等情報発信を通じて、農大の認知度を高め、農大を進路として

検討する県内外の若年者をはじめ、求人企業や一般県民に対し、農大に関する情報をわかり

やすく迅速に提供することを目的とする。 
 

３ 運用方針 

（１）「栃木県農業大学校」SNS 等情報発信は、農大の職員が以下のとおり運用する。 

・情報の発信は、原則として平日の８時 30 分から 17 時 15 分までの時間帯に行う。 

・投稿に対するコメントについて、栃木県及び農大は一切責任を負わないものとし、当

該コメントへの返信及び他者へのコメントは原則行わない。 

・法令違反や公序良俗に反するもの、特定の個人又は団体を誹謗中傷するもの等、不適

切と判断されるコメントについては、事前に通告なく削除することができる。 

・「栃木県農業大学校」SNS 等の情報発信は、その情報の正確性、完全性及び有用性を 

 保証するものではない。 

・投稿内容に関する電話やメールでの問い合わせに対しては、農大が対応する。 

・投稿した記事に掲載している全ての情報（文章及び写真等）に関する知的財産権（商標

権や著作権などの全ての権利）は、栃木県に帰属するものとし、引用など著作権法上認

められる場合を除き、無断転載等を禁止する。 

・年間計画に基づき継続的な投稿を行うとともに、閲覧状況等を把握・分析して効果的

な運用に努める。 

（２）「栃木県農業農業大学校」SNS 等情報発信では、次の情報を発信する。 

・授業に関すること 

・イベントに関すること 

・その他、校長が必要と認めた農大の活動に関すること 
 

４ 運用の周知・変更等 

本方針の内容は、栃木県ホームページ栃木県ソーシャルメディア公式アカウント一覧に掲

載する。また本方針は、必要に応じて変更するものとし、変更した場合は、同ホームページ

を通じて周知する。 
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